　　事務連絡
      令和2年11月4日
  各都道府県建設業協会　御中
一般社団法人　全国建設業協会 
労　働　部 
　
エイジフレンドリー補助金の申請期間の延長の周知について（情報提供）
　時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　厚生労働省では、増加する高年齢労働者の災害防止を目的として令和2年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を策定し、中小企業において
高年齢労働者が安心して安全に働ける職場づくりのための取組を支援することを目的とした「エイジフレンドリー補助金」を創設した旨、お知らせしたところですが、今般、その申請期間を令和2年10月末日から令和2年11月13日までに延長するとの周知依頼がありましたので、情報提供いたします。
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